様式４　　　　　　　　　　　　　令和８年度 社会福祉施設自主点検調書(会計)
※この調書は施設において該当する箇所を記入して下さい。（該当がない場合は斜線）

	法人名
	
	施設自主点検年月日
	令和  　年 　月 　日
	施設担当者名
	

	施設名
	
	県 検 査 年 月 日
	令和  　年 　月 　日
	県　検査員名
	

	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	

	経理規程

	１　経理規程は、現行の社会福祉法人会計基準に基づき制定しているか。
２　勘定科目は、経理規程で定めたとおりになっているか。
　　※別表で定めることとしている場合、別表も併せて規定


	経理規程

経理規程、計算書類


	いる・いない
いる・いない


	適・否
適・否

	留意事項１(4)、定款例第34条
経理規程

【モデル経理規程第11条】

	

	会計組織
	１　会計責任者、出納職員を任命し、内部牽制組織を確立している
か。
会計責任者　　　職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　           　　               

　　　辞令　　　　　年　　月　　日　
出納職員　　　　職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　                  　　              　

　　　辞令　　　　　年　　月　　日　
２　通帳と銀行印は異なる管理者により適切に管理されているか。
通帳の管理者　　職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行印の管理者　職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　　 
３　現金や小切手帳等が安全な金庫等に保管され、金庫の鍵は管理者により適切に管理されているか。
現金の管理者　　　職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金庫の鍵の管理者　職　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	辞令
事務分担表等
事務分担表等
	いる・いない

いる・いない
いる・いない
	適・否
適・否
適・否
	留意事項１(2)、
経理規程
【モデル経理規程第8条】
経理規程
【モデル経理規程

第41条】
留意事項１(1)

留意事項１(1)、

経理規程
【モデル経理規程第41条(注24)】
	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	

	予 算

	１　予算・補正予算は適正に編成されているか。
・現年度予算の編成の時期　　　　　　　　　年　　　月　　
・適切な積算内容

・理事会開催年月日（現年度予算）　　　年　　月　　日

・前年度予算の補正　　　有　（　　年　　　月）　・　無


	現年度予算書
理事会議事録
前年度決算書

	いる・いない


	適・否

	留意事項2、定款例第31条

	

	決 算
	１　計算書類等は適正に作成されているか。
・注記、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書
・財産目録（前年度決算額及び各種帳票と照合）
２　貸借対照表の現金預金の額は会計年度末の現金及び預貯金口座の合計額と一致しているか。
（貸借対照表） 
３　当該年度の貸借対照表の前年度末の額と前年度の貸借対照表の当年度末の額が一致しているか。
４　預金勘定とその他固定資産勘定(特定預金)の合計額が預貯金残高証明書と一致しているか。
５　積立金(純資産の部)と積立資産(資産の部)の積立内容と額が一致しているか。
（資金収支計算書）
６　前期末支払資金残高は前年度の当期末支払資金残高と一致しているか。
７ 当期末支払資金残高は貸借対照表の次の数値と一致しているか。
(流動資産－1年基準による流動資産＋徴収不能引当金－棚卸資産(貯蔵品を除く))－(流動負債－1年基準による流動負債－引当金)


	計算書類
附属明細書

財産目録

貸借対照表、預金通帳、現金出納帳

前年度決算書
貸借対照表、資金収支計算書、預貯金残高明細書
貸借対照表、決算附属明細書
前年度決算書、資金収支計算書
計算書類

	いる・いない
いる・いない
いる・いない
いる・いない
いる・いない

いる・いない
いる・いない
	適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
	留意事項3

	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	


	決 算


	（事業活動計算書）
８　前期繰越活動増減差額が前年度決算書の次期繰越活動増減差額と一致しているか。
９　当期活動増減差額及び次期繰越活動増減差額が貸借対照表

(純資産の部)と一致しているか。 
（財産目録）
10　資産・負債・差引純資産の合計の額が貸借対照表と一致しているか。

	前年度決算書、事業活動計算書

事業活動計算書、
貸借対照表
貸借対照表

財産目録


	いる・いない
いる・いない

いる・いない


	適・否
適・否
適・否


	
	

	資産管理
	（固定資産）
１　固定資産は適切に計上されているか。
　　・修繕費や消耗器具備品費へ誤って計上していないか
　　・固定資産管理台帳と現物に差異はないか
　※固定資産：１年を超えて使用・保有する１個（１組）の金額が１０万円
以上の資産・債権等

（積立金）
２　積立金を積み立てる場合、理事会の議決を経ているか。
　　・積立金の使途及び使用計画の作成

　　・議決年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
３　積立金(純資産の部)を積み立てる場合、対応する同額の積立資産　(資産の部)を積み立てているか。
４　積立金(純資産の部)を取り崩す場合、対応する同額の積立資産　　(資産の部)を取り崩しているか。
５　入居者から預かる入居保証金は、長期預り金として貸借対照表の固定負債に計上するとともに、同額を固定資産の長期預り金積立資産として積み立てているか。（ケアハウスに限る）

	固定資産管理台
帳
理事会議事録
貸借対照表
積立金明細書
貸借対照表
積立金明細書
貸借対照表、総勘定元帳、入所者台帳、入居保証金台帳
	いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない


	適・否

適・否

適・否

適・否

適・否


	運用上の取扱い6
会計省令第6条第3項

運用上の取扱い19

運用上の取扱い19

運用上の取扱い19
留意事項25
	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	

	収入・支出
	（支出）
１　予算の執行は事前に理事会の議決又は理事長の決裁を得ているか。
２　支払いは会計責任者の決裁を得てから行われているか。

・請求書に基づく支払伝票の作成
３　支払いは適切な方法によっているか。

・口座振込が原則

４　納品書、領収書等の証憑書類は適切に整理・保管されているか。
５　立替金や仮払金は速やかに精算しているか。
（収入）
６　収入は確定した会計年度に計上しているか。
７　金銭収入は一旦取引金融機関に預け入れているか。

・直接支払いに充当していないか
８　利用者からの費用の徴収は適正に行っているか。
・利用者への説明・同意
・利用者負担の妥当性
（小口現金）
９　小口現金の管理は、経理規程に基づき適切に行われているか。

・小口現金出納帳を整備し、適切に管理しているか
・小口現金の残高が経理規程に定める限度額を超過していないか
・経理規程に定める限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
	稟議書、定款施行細則別紙
会計伝票、請求書、振込依頼書

総勘定元帳、
各証憑資料

計算書類、総勘定元帳、精算書
計算書類、総勘定元帳、精算書
経理規程、現金出納帳、小口現金出納帳、預金通帳
総勘定元帳、現金出納帳、重要事項説明書

経理規程、預金通帳、小口現金出納帳、支出伝票、領収書等
	いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない


	適・否

適・否

適・否

適・否

適・否
適・否
適・否
適・否
適・否

	法第45条の13

法第45条の17

指導監督徹底通知
経理規程
【モデル経理規程第24条】
指導監督徹底通知
経理規程
【モデル経理規程第28条】
	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	

	契　約
	１　価格による随意契約は、３者以上から見積書を徴しているか。

又は、下記の金額（R8.3.17付け取扱通知に基づき、経理規程をかっこ内の金額に改定している場合はその金額とする。）を超えない場合、２者以上から見積書を徴しているか。
契約の種類 
金額
 工事又は製造の請負
２５０万円（４００万円）
 食料品、物品等の買い入れ
１６０万円（３００万円）
 上記以外
１００万円（２００万円）
２　継続的な取引を随意契約で行う場合は、その契約期間中に必要に応じて契約内容の見直しを行うなど、適正な契約の維持に努めているか。

　また、契約更新に当たっては、その妥当性を検証し、公平性・透明性を確保しているか。
３　指名競争契約、随意契約を行う場合は、合理的理由を稟議書に記載しているか。

４　特殊備品の購入や緊急性等の理由により、入札や見積合わせを省略する場合は、その理由等を稟議書に記載しているか。
５　１００万円を超す契約は契約書を作成しているか。
　　また、１００万円以下の契約についても、必要に応じ、適正な履行を確保するために、請書等を徴しているか。
６　契約当事者は理事長又は委任を受けた契約担当者となっているか。
　※予定価格1,000万円以上等重要な契約は理事会の議決を得る。


	見積書、理由書

価格調査資料、契約更新の稟議書、契約関係書類、理事会議事録
入札関係書類、見積書、理由書
固定資産台帳、理由書
固定資産台帳、契約書、請書等

委任状、契約書、定款施行細則別紙、理事会議事録
	いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
いる・いない
	適・否
適・否
適・否

適・否
適・否
適・否
適・否
	入札契約等の取扱通知 1(4)

入札契約等の取扱通知 1(4)

経理規程
【モデル経理規程第
73条、第74条】
経理規程
【モデル経理規程第

73条、第74条】
経理規程

【モデル経理規程第
75条、第76条】
経理規程
【モデル経理規程第

71条】
入札契約等の取扱通知１(1)(8)
	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	

	寄附金


	１　寄附金（物品）台帳が整備されているか。
２　寄附申込書が整備されているか。
３　寄附金の受け入れは寄附者の意向に沿った拠点区分になっているか。
４　理事長名で非課税領収書又は通常領収書が連番で発行・管理されているか。 
・税制上の優遇措置が適用される旨記載した領収書
５　寄附は自発的意思に基づいて行われているか。　
・職員・入所者等に対し強制的に寄附を求めていないか
６　物品の寄附は適正に計上されているか。


	総勘定元帳、
寄附金台帳
総勘定元帳、
寄附申込書
寄附申込書
計算書類
寄附申込書、領収書
寄附金台帳、
職員給与台帳等
寄附金（物品）台帳、計算書類、総勘定元帳


	いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない
いる・いない
いる・いない


	適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否


	留意事項9(1)、(2)
留意事項9(2)
経理規程
【モデル経理規程第25条】
留意事項9(1)
所得税法第78条第2項第3号、所得税法施行規則第47条の2第3項
指導監督徹底通知
5(4)エ

留意事項第9(2)


	

	預り金
	１　入所者の所持金を施設が預り金として管理するのは、自己管理ができない者のみとしているか。
２　所持金を自己管理している場合、保管する場所は確保されているか。
	預り金一覧表、

ケース記録等
巡視にて確認

	いる・いない
いる・いない

	適・否
適・否
	指導監督徹底通知
	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項　
	主な確認資料等
	
	
	
	

	預り金
	３　保護（救護）施設の預り金（入院患者日用品費及び障害者加算を含む）は、施設の基準生活費とは区分しているか。
（救護施設に限る）

４　預り金管理費用を徴収している場合、契約書を取り交わしているか。（ただし、入所契約書又は重要事項説明書に預り金について、委任する旨記載がある場合は不要）
５　預り金管理規程が作成されているか。
　（児童福祉施設等では、子どもにかかる給付金、特別支援事業における貯蓄金の管理含む。）
６　所持金を施設で管理している場合、委任状を徴しているか。

（措置施設（児施設を除く））
７　事故防止のため、現金、預金通帳、印鑑等の管理はそれぞれ別の責任者を定め、保管場所は別々になっているか。
・保管する金庫等の鍵も別々に保管
※担当者が単独で処理できる環境にないこと

８　預り金の出納は、個人別出納帳等に適切に記録されているか。
・前年度末残高と当期の期首残高とが一致しているか。
９　預り金の収支状況は、施設長により定期的(毎月１回程度）に点検されているか。
10　預り金の収支状況を定期的に入所者本人又は家族等に知らせているか。
11　退所の際の金品の引渡しは、適切に行われているか。

12　入所者の死亡退所の際の遺留金品の処理に当たっては、引継書を作成するとともに、預貯金がある場合には通帳の写しを保存しているか。
	福祉事務所からの明細書等

契約書、

入所契約書、

重要事項説明書
預り金管理規程
巡視、委任状
巡視
個人別出納帳、

預金通帳、現金
個人別出納帳等
報告書、通知書控
引継書

遺留金品引継書
	いる・いない
いる・いない
いる・いない
いる・いない
いる・いない

いる・いない

いる・いない
いる・いない

いる・いない

いる・いない
	適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
	指導監督徹底通知
	


	点検（検査）項目
	
	自主点検

結　　果
	県の検査結　　果
	主な根拠法令等
	備　考

	
	点　検（検　査）事　項
	主な確認資料等
	
	
	
	

	運営費（措置費）

※対象施設

・救護施設

・養護老人ﾎｰﾑ

・児童福祉施設

（保育所を除く）

※婦人保護施設は県立施設１か所のみのため現状においては対象外
	（管理・運用）
１　運営費は、銀行、郵便局、農業協同組合等への預貯金のほか、国債、地方債、信託銀行への金銭信託等元本保証のある方法で管理・運用しているか。
・株式投資、商品取引等リスクが大きいもので管理・運用していないか
（貸付）
２　同一法人内における資金の貸付は適正に行われているか。
・貸付は経営上やむを得ない場合に限定
・貸付を行った場合、年度内に補填
・同一法人内における各サービス区分、各拠点区分及び各事業区分

（各施設経理区分、本部経理区分又は収益事業等の特別会計）以外に貸し付けていないか。
（弾力運用）
３　弾力運用を行っている場合、要件を満たしているか。
４　弾力運用による経費充当等は適正に行われているか。
・対象経費以外に充当していないか
・対象経費の限度額を超過していないか
（運用収入）
５　運用収入は対象経費に充てられているか。
（前期末支払資金残高）
６　前期末支払資金残高の取り崩しは適正に行われているか。
・取り崩しにあたっての必要な手続き
・対象経費以外に充当していないか
（当期末支払資金残高）
７　当期末支払資金残高は当該年度の運営費(措置費)収入の30％以内となっているか。（障害児入所施設については、措置費と給付費の比率による。）
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根拠法令等　法人・施設会計
  　【根拠法令等の名称】

　　法　　　　　　　　　　社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和26年3月29日法律第45号）

会計省令        　　　社会福祉法人会計基準　　　　　　　　　　　　　　（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、平成30年3月20日最終改正）

運用上の取扱い  　　　社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱い等について（平成28年3月31日付け雇児発03331第15号・社援発

0331第39号・老発03331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）

　　留意事項　　　　　　　「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成28年3月31日付け雇児総発0331第7号・社

援基発0331第2号・障障発0331第2号・老総発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長、

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省老健局総務課長連名通知）

認可通知　　　　　　　「社会福祉法人の認可について（通知）」（平成12年12月1日付け障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長及び厚生省児童家庭局長連名通知、令和元年9月13日最終改正）

審査基準        　　　認可通知別紙１「社会福祉法人審査基準」
定款例　        　　　認可通知別紙２「社会福祉法人定款例」 　　　　　 

モデル経理規程  　　  社会福祉法人モデル経理規程　　　　　　 　　　　 （平成29年3月15日全国社会福祉法人経営者協議会）

指導監督徹底通知  　　社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について

                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成13年7月23日社会・援護局長等連名通知、平成30年3月30日最終改正）

運営費の運用通知　　　社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について
                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成16年3月12日社会・援護局長等連名通知、平成29年3月29日最終改正）

繰越金等取扱通知　　　特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について（平成12年3月10日老人保健福祉局長通知、平成26年6月30日最終改正）

入札契約等の取扱通知　社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成29年3月29日社会・援護局福祉基盤課長等連名通知）                                                                                                      
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